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ソフトウェアをインストールされる前に、以下の条件を良くお

読みになって下さい。 

 

本利用規約は、ロゴスウェア株式会社（以下、当社という）が

提供する本ソフトウェアをお客様が使用する際の条件を記した

ものです。お客様が本ソフトウェアをインストールし、使用す

る場合は、本利用規約のすべての条件に同意したものとみなし

ます。 

 

第 1 条（定義） 

「本ソフトウェア」とは、当社が、お客様に提供するコンテン

ツ作成ソフトウェア「LOGOSWARE ViiiZ」で、そのソフトウェ

ア及び関連資料を意味します。 

 

第 2 条（使用許諾） 

1. 本ソフトウェアの利用が許諾されるのは、「LOGOSWARE 

SUITE（Platon&Libra 用）」の購入者に限られます。 

2. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様

が「本ソフトウェア」を使用することのできる非独占的使

用権をライセンスキーを以って許諾します。 

3. 「本ソフトウェア」の使用には、当社から発行されたライ

センスキーの入力が必要になります。このライセンスキー

は、一ライセンスにつき一つ発行されます。 

4. お客様が「本ソフトウェア」をインストールできるクライ

アント端末の数は、お客様が当社から購入した「LOGOSWARE 

SUITE（Platon&Libra 用）」のライセンス数に限られま

す。 

5. お客様は、一つのクライアント端末上の「本ソフトウェ

ア」を複数人で共有することができます。ただし、同時に

使用できるのは一人に限られ、複数人が同時に使用するこ

とは禁止されます。 

6. お客様が「本ソフトウェア」を利用できる期間は、ライセ

ンスキーの有効期間内に限られます。 

 

第 3 条（コンテンツ利用制限） 

本ソフトウェアを利用し作成されたコンテンツは、コンテンツ

単体あるいは他の作成ソフトにインポートされ編集を加えられ

た形式のいずれにおいても、その最終コンテンツは当社製品

Platon または Libra 上でのみ利用が許可されます。それ以外の

用途での利用は禁止されます。 

 

第 4 条（業務支援） 

当社は、お客様より通知された「本ソフトウェア」に関わるト

ラブルその他のシステムの不具合につき、当社の責任および当

社が保有する技術情報の範囲内において調査・解決に積極的に

努力するものとします。 

 

第 5 条（契約不適合） 

1. 本ソフトウェアに、本ソフトウェアの操作マニュアルに

記述された通りの結果が得られない等の不具合または論

理的な誤り（以下、「契約不適合」という）があると認

められた場合、当社は当該契約不適合の修正等の履行の

追完を行うものとします。 

2. 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても、お客様

の目的を達することができる場合は、当社は追完義務を

負わないものとします。 

3. 本条第一項にかかわらず、当社のウェブサイト等を通じ

て伝達された「制約事項」については、当社は追完義務

を負わないものとします。 

4. 当社が、本条に定める契約不適合責任を負うのは、お客

様が「LOGOSWARE SUITE（Platon&Libra用）」を購入した

日から 1 年以内、もしくは当社とお客様の間で締結され

た本ソフトウェアの保守契約が有効な期間に限られ、そ

れ以外の期間においては、お客様は当社に対し契約不適

合を理由に権利行使はできないものとします。 

 

 

 

第 6 条（本ソフトウェアの権利関係） 

1. 「本ソフトウェア」に含まれるプログラムその他の全ての

知的財産権（著作権法 27条、28条の権利を含む）は、当社

に帰属します。 

2. お客様は、本規約に定める条件の下で「本ソフトウェア」

を使用する権利を得ます。 

 

第７条（作成されたコンテンツの権利関係） 

1. 「本ソフトウェア」を使用して制作されたコンテンツの知

的財産権（著作権法 27条、28条の権利を含む）は、お客様

に帰属します。 

 

第 8 条（禁止事項） 

1. お客様が以下のことを行うことは禁止されます。 

(1) 当社から正式に購入したライセンス数以上の端末に

「本ソフトウェア」をインストールすること。  

(2) 「本ソフトウェア」をバックアップ以外の目的で複製

し、第三者に対して配布したり譲渡すること。 

(3) 「本ソフトウェア」をネットワークサービスへアップ

ロード等の方法で複製すること。 

(4) 「本ソフトウェア」をネットワークを介すなどして複

数のユーザが同時に使用すること。 

(5) 「本ソフトウェア」を修正、改作、翻訳、リバースエ

ンジニア、デコンパイル、ディスアセンブルするこ

と、またその他の方法でソースコードの解明を試みる

こと。 

(6) 「本ソフトウェア」の派生製品を開発すること。 

(7) 「本ソフトウェア」の使用権を販売、レンタル、リー

ス、譲渡等すること。 

(8) 第三者もしくは当社の著作権、商標権等の知的財産権

その他の権利（肖像権、パブリシティ権を含むがこれ

に限らない）を侵害する行為、または侵害するおそれ

のある行為 

(9) 第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵

害する又は侵害するおそれのある行為、もしくは名誉

を毀損する又は毀損するおそれのある行為 

(10) 第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行

為（利用契約等に違反して第三者に「本ソフトウェア」

を利用させる行為を含むがこれに限らない）、または

それらのおそれのある行為 

(11) 「本ソフトウェア」の利用若しくは運営を妨げる行為 

(12) 「本ソフトウェア」の信用を毀損する行為 

(13) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第

三者に不利益を与える行為（詐欺罪などの犯罪に結び

つく又は結びつくおそれがある行為、わいせつ、児童

ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は

掲載する行為を含むが、これに限らない） 

(14) ログイン ID 及びパスワード等を不正に使用する行為、

コンピュータウィルス等有害なプログラムを「本ソフ

トウェア」を通じて又は「本ソフトウェア」に関連し

て使用し、もしくは提供する行為 

(15) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつ

つ、その行為を助長する態様・目的でリンクを張る行

為  

2. お客様は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされた

ことを知った場合、又は該当する行為がなされる恐れがあ

ると判断した場合には、直ちに当社に通知するものとしま

す。 

3. 当社「本ソフトウェア」の利用に関して、お客様等の行為

が第１項各号のいずれかに該当するものであること又はお

客様等の提供した情報が第１項各号のいずれかの行為に関

連する情報であることを知った場合、事前にお客様に通知

することなく、「本ソフトウェア」の全部又は一部の提供

を一時停止し、又は第１項各号に該当する行為に関連する

情報を削除することができるものとします。ただし、当社

は、お客様等の行為又はお客様等が提供又は伝送する（お
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客様の利用とみなされる場合も含みます）情報（データ、

コンテンツを含みます）を監視する義務を負うものではあ

りません。 

 

第 9 条（免責） 

1. 当社は、「本ソフトウェア」が特定の目的に適合している

ことを保証しません。 

2. 当社の故意または重過失がある場合を除き、「本ソフトウ

ェア」の使用または使用不能から生ずる一切の損害に関し

て責任を負わないものとします。 

3. 当社がウェブサイトで公開している推奨動作環境以外の環

境における動作は保証しません。また、当社は、推奨動作

環境を適時変更および更新ができるものとします。 

4. OS、Web 閲覧ブラウザ、および本ソフトウェアを開発する

ために使われた他社製ツール類に起因する瑕疵について

は、当社はその責任を負わないものとします。 

5. 「本ソフトウェア」及び「本ソフトウェア」で制作したコ

ンテンツに対して、将来リリースされたハードウェアやソ

フトウェアとの組み合わせにおける動作について、当社は

その保障をしないものとします。 

 

第 10 条（反社会的勢力の排除） 

1. 当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能

暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢

力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営

に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを

表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しま

す。 

2. 当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明しま

す。当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場

合、何らの催告をすることなく契約を解除することがで

き、それによりお客様に損害が生じてもこれを賠償するこ

とはありません。 

(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき 

(2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認めら

れるとき 

(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を

供与するなどの関与をしていると認められるとき 

(5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会

的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると

き 

(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法

的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴

力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・

業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき 

3. 当社が本条第 1 項の表明及び確約に違反した場合、お客様

は何らの催告をすることなく契約を解約する事ができ、そ

れにより当社に損害が生じてもこれを賠償する事はありま

せん。 

 

第 11 条（バーションアップサービス） 

1. お客様の購入製品が「LOGOSWARE SUITE（Platon&Libra

用）」月払い定額制または年間定額制の場合、バージョ

ンアップサービスは標準提供されます。バージョンアッ

プサービスには、本ソフトウェアのバージョンアップ版

の無償提供、不具合修復のための更新、セキュリティ機

能強化のための更新が含まれます。ただし、本ソフトウ

ェアにお客様独自のカスタマイズが施されている場合、

そのカスタマイズ部分に関してはバージョンアップサー

ビスの対象外とします。 

2. お客様の購入製品が「LOGOSWARE SUITE（Platon&Libra

用）」パッケージ版の場合、当社から提供されるライセ

ンスキーの発効日から 1 年間は、当社からお客様に無償

にてバージョンアップサービスが提供されます。バージ

ョンアップサービスには、本ソフトウェアのバージョン

アップ版の無償提供、不具合修復のための更新、セキュ

リティ機能強化のための更新が含まれます。ただし、本

ソフトウェアにお客様独自のカスタマイズが施されてい

る場合、そのカスタマイズ部分に関しては無償サービス

の対象外とします。なお、当社から提供されるライセン

スキーの発効日から 1 年以上を経過した場合のバージョ

ンアップサービスに関しては、当社とお客様が、別途、

有償のバージョンアップサービス契約を締結することに

より提供されます。 

 

第 12 条（販売の終了） 

1. 当社は、「本ソフトウェア」の新規販売を終了する場合が

あります。 

2. 当社が「本ソフトウェア」の新規販売を終了した場合で

も、お客様と締結済みの利用契約は継続され、またバージ

ョンアップサービスもその期間中継続されます。 

 

第 13 条（準拠法等） 

本規約は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈され、本

規約に関する全ての紛争については被告の本社所在地を管轄す

る地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 14 条（協 議） 

本規に定めのない事項および疑義が生じた事項については、双

方協議のうえ決定するものとします。 

 

 

以上 
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